
　　平成２７年１０月５日（月）午後２時　玉名市役所４階 会議室
　に招集した。

１．本日の出席委員は、次のとおりである。

１番  永田　知博 ２番　鶴田　克士 ３番  清田 順次 ４番　西畠めぐみ

５番　赤松　繁之 ６番　横手　良弘 ７番　井上　清晴 ８番　松本　恒幸

９番　荒木　享二 10番　竹下　宏介 11番　浦谷　幸司 12番　志水　武保

13番　森川　正志 14番　下川　安 15番  平野　忠臣 16番  野澤　博幸

17番　髙根　政明 18番　取本　一則 19番  中嶋　昭二 20番　斎藤　潔公

21番  田上　一 22番　小山久仁江 23番　中島　浩輔 24番　德井　勝美

25番　田上　敏正 26番　高田　優子 27番　寺井　廣喜 28番　宇佐　勝則

29番　今上　公男 30番　平本　博 31番  永田　眞一 32番　出口　京子

33番  井本　義和 34番　尾池　秀實 35番　中村　亘 36番　丸山　陽治

37番  堀田　昌子 38番　村端　一弘

   ０名

１．傍聴者数は、次のとおりである。

   ０名

１．説明のために出席した職員は、次のとおりである。

局長　福田  高広 次長　二階堂正一郎

係長　上村　健也 参事　西山　美和 主査  田川  由香 主事　野村　由香

１．議事参与が制限された委員数は、次のとおりである。

   ０名

議　題

第６２号 農地の所有権移転許可申請について（３条許可分）

第６３号 農地の賃借権設定許可申請について（３条許可分）

第６４号 農地の使用貸借権設定許可申請について（３条許可分）

第６５号 農地の転用許可申請について（４条許可分）

第６６号 農地の転用許可申請について（５条許可分）

第６７号 農用地利用集積計画の決定について

第６８号 農用地利用配分計画案の意見決定について

報　告

第２２号 農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について（１８条）

第２３号 農地の形状変更届について

第２４号 許可不要転用届について

平成２７年第１２回玉名市農業委員会総会議事録

１．本日の欠席委員は、次のとおりである。
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１．開 会 

○事務局長（福田高広君） それでは改めましてこんにちは。定刻となりましたので、

ただいまから開会いたします。 

 現在、委員３８名中、本日は全員の御出席でございます。 

 したがいまして玉名市農業委員会会議規則第６条の規定によりまして、会議は成

立しておりますので、ただいまから平成２７年第１２回玉名市農業委員会総会を開

会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

２．会長挨拶 

○事務局長（福田高広君） 永田会長から御挨拶をいただきまして、引き続き会議規則

第４条により議長をお願いして、進行をお願いいたします。 

○会長（永田知博君） 皆さんこんにちは。皆さん大変お忙しい中、出席をいただきま

してありがとうございます。 

議事に入ります前に、今回玉名市議会より推薦を受け、新たに市長より選任さ

れました３名の農業委員の方を紹介させていただきます。まず岱明町の小山久仁江

さん。 

○２２番（小山久仁江君） 皆さまこんにちは。岱明町の小山久仁江と申します。最初

に８月に農業委員をというお話がありまして、私ほとんど農業の経験がなかったか

ら、とんでもないということでちょっとお断りしてホッとしてたら、９月の半ばぐ

らいにまた話があってほかの方にもあたったけど、どうしても駄目だったからとい

うことで引き受けました。本当に何も分からないんですけど、引き受けたからには

これを機会にいろいろ勉強させていただこうと思っておりますので、どうぞよろし

くお願いします。  

○会長（永田知博君） どうもありがとうございました。それから横島町の高田優子さ

ん。 

○２６番（高田優子君） こんにちは。私も小山さんと同様ですね。農業にも携わって

おりませんが、一応、勤め先が農業の方と３０年間ほどお付き合いをさせていただ

いておりますので、いろいろと耳には挟むことが多いことがありました。ですけど

も、この農業委員さんということもよく分からないんですね、受けてしまいました

けども。私なりに頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

○会長（永田知博君） どうもありがとうございました。次に天水町の出口京子さん。 

○３２番（出口京子君） 天水の出口京子と申します。よろしくお願いいたします。私

も前の方と同様、農業はしておりませんけど、農業団体の職場に３０数年勤めてま
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いりましたのでお断りをしたものの、何しろどうにかと言われて今回この責になり

ました。何しろ分かりませんけど、一生懸命皆さんとお勉強したいと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。 

○会長（永田知博君） どうもありがとうございました。ただいま自己紹介していただ

きました、３名の新しい農業委員さんです。これからどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

   次に一部議席の変更がありますので、これより玉名市農業委員会会議規則第７条

の規定に基づき、議長において指定いたします委員の議席と氏名を事務局より朗読

していただきます。 

○事務局長（福田高広君） それでは命によりまして、議席の番号と御指名を朗読いた

します。なお敬称は省略させていただきます。 

  １番、永田知博、２番、鶴田克士、３番、清田順次、４番、西畠めぐみ、５番、赤

松繁之、６番、横手良弘、７番、井上清晴、８番、松本恒幸、９番、荒木享二、１

０番、竹下宏介、１１番、浦谷幸司、１２番、志水武保、１３番、森川正志、１４

番、下川 安、１５番、平野忠臣、１６番、野澤博幸、１７番、髙根政明、１８番、

取本一則、１９番、中嶋昭二、２０番、斎藤潔公、２１番、田上 一、２２番、小

山久仁江、２３番、中島浩輔、２４番、德井勝美、２５番、田上敏正、２６番、高

田優子、２７番、寺井廣喜、２８番、宇佐勝則、２９番、今上公男、３０番、平本 

博、３１番、永田眞一、３２番、出口京子、３３番、井本義和、３４番、尾池秀實、

３５番、中村 亘、３６番、丸山陽治、３７番、堀田昌子、３８番、村端一弘。 

以上のとおりでございます。 

○会長（永田知博君） ただいま朗読していただきましたとおり指定いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

３．議事録署名委員指名 

○会長（永田知博君） それでは早速ではありますが、議事に入りたいと思います。本

日の議案は議第６２号より議第６８号までの１４４件と、報告第２２号から報告第

２４号までの５９件が提案されています。慎重なる御審議方よろしくお願いいたし

ます。 

本日の議事録の署名委員は９番、荒木委員と、１０番、竹下委員にお願いいた

します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

４．議 事 

○議長（永田知博君） 議第６２号、農地法第３条、農地の所有権移転許可申請につい

てを議題といたします。事務局より説明を求めます。 
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○事務局長（福田高広君） １ページをお願いします。議第６２号、農地の所有権移転

許可申請について。農地法第３条第１項の規定による下記農地の所有権移転許可申

請について許可するものとする。平成２７年１０月５日提出、玉名市農業委員会会

長、永田知博。 

   １番、岱明町と大浜町の申請人で、申請物件が岱明町の田１,７６５㎡を労力不

足と経営拡張による売買で、議第６３号１番、２番と関連がございます。 

   ２番、河崎と山部田の申請人で、申請物件が両迫間の田９７９㎡を労力不足と経

営拡張による売買です。 

   ３番、岱明町の申請人で、申請物件が岱明町の畑４０㎡を子へ贈与するものです。 

   ４番、岱明町の申請人で、申請物件が岱明町の畑１,１００㎡ほか１３筆、計１

４,２９５㎡を子へ贈与するものです。 

   ５番、天水町の申請人で、申請物件が天水町の畑５０８㎡ほか３筆、計３,３２

６㎡を子へ贈与するものです。 

   ６番、天水町の申請人で、申請物件が天水町の畑１,６８８㎡ほか２２筆、計２

６,４２５㎡を子へ贈与するものです。 

   以上、６件合計４６,８３０㎡を御提案申し上げております。農地法第３条第２

項各号の禁止規定から申請内容を審査いたしました。取得後の全ての農地を利用す

ること、機械、労働力、技術また地域との関係を見ても問題ないこと、また下限面

積要件も満たしていることから、許可要件の全てを満たしているものと判断し御提

案いたしております。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（永田知博君） 説明が終わりました。受付番号１番より順に担当委員の説明を

お願いいたします。なお６番については、申請人が農業委員の配偶者及び同居の親

族となっております。議事参与の制限がありますので、まず１番から５番まで審議

をし、その後に６番を審議します。 

   １番、松本委員どうぞ。 

○８番（松本恒幸君） １番、松本です。１番の案件に対して説明いたします。譲受人

は３６歳で新規就農をされる方であります。それで今回経営面積としては４８５㎡

ですけれども、先ほど説明がありましたように議案６３号の１と２番と関連いたし

まして、それを合わせると下限面積をクリアするということになります。本人もこ

れから農業に向かって将来は法人化したいという心意気でおりますので、どうか御

審議のほどをよろしくお願い申し上げます。 

   以上です。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。 

   ２番、野澤委員どうぞ。 
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（雑談あり） 

○１４番（下川 安君） １４番の下川です。私のほうから２番について説明します。

譲受人は経営拡張ということで下限面積もクリアしており、意欲的に農作業をする

ということでございますので、問題ないかと思います。 

   以上です。 

○議長（永田知博君） どうもありがとうございました。３番、４番は同一委員でござ

いますので、德井委員続けてお願いします。 

○２４番（德井勝美君） ２４番、德井です。譲渡人と譲受人は親子関係で子への贈与

ということで、下限面積も満たされており許可相当と思います。 

   ４番についても親子関係で子への贈与ということで、何ら問題はないと思います。

よろしくお願いします。 

   以上です。 

○議長（永田知博君） どうもありがとうございました。 

   ５番、村端委員どうぞ。 

○３８番（村端一弘君） ３８番、村端です。譲渡人が親の下田修二さん、譲受人が子

供の下田傑さんです。畑面積が３,３２６㎡、家族経営ということで子供さんへの

贈与ということで、何ら支障はないと思われます。 

   以上です。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。村端さん、失礼しました。  

   担当委員さんの説明が終わりました。御意見・御質問はございませんでしょうか。 

○１８番（取本一則君） １番ですけど、さっき地元委員さんは新規就農ということで

そうじゃないかなって。今経営面積が４８５㎡しかないわけですので、次の議案の

６３号の１番、２番からすると、５,５００㎡ぐらいちょっとオーバーして要件を

満たすということでございますが、稼働人員も１名ということでここに書いてあり

ますけど、５反、これが農業委員会を通過すれば５反の面積になるわけですので、

稼働面積が一人とあとは農業用機械とかは、この５反をどういう計画で今後される

予定で、将来は法人化にしたいというような考えを持っておられるということでご

ざいますけど、稼働人員が一人とか農業機械とかそういう農業の将来というか、今

年度か来年度には、そこらあたりの計画が当然立った状態でのこの所有権移転とま

た賃貸借の要件が上がってきていると思うんですけど、そこらあたりをちょっと伺

いたいと思います。稼働人員が一人だったもんですから、これは一人で５反。 

○８番（松本恒幸君） 確かに御質疑のとおり農業用機械とかは、トラックはあります

けども、トラクター、いろんなものの機械はですね、この人にとって大浜の方であ

りまして、親戚が相当おられます。そこのあたりのトラクター、そのほかの農作業
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機械は、さしより借りてするちゅうことで了解はもろうとるです。ということで心

配ならん。いつかは自分の機械を持ちたいと。しかしまだ今から新規して、金もま

だ相当かかる予定だから一遍には揃えこなさんけん、親類から借りてするというこ

とで親戚のほうと話はついとるようですね。さしより頑張ってみるということでし

た。 

○１８番（取本一則君） はい、そこあたり機械は親戚から借りて、労力も親戚あたり

が手伝ってやれるのかなとは思ったんですけど。若手がそうやって出てくるという

ことはすごいよかこつだけんですね。頑張ってもらいたい。 

○８番（松本恒幸君） だけんいいんじゃないですか。同年代ぐらいのいとこも相当お

りますので。 

○１８番（取本一則君） 以上です。分かりました。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。初回の面接するときにですね、やっ

ぱりトラクターはしゃりむり買わないかんもんということは、申し添えておきまし

たので、よろしくお願いしておきます。ほかに御質問ございませんか。 

（なしの声） 

○議長（永田知博君） 御質問がないようでございますので、採決に移ります。 

   農地法第３条、農地の所有権移転許可申請について２番から５番については、原

案どおり、１番については議第６３号の１番、２番が許可されれば下限面積を満た

しますので、議第６２号の１番、２番の許可と同時に許可をすることに異議がない

方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。６３号の１番、２番が許可されれば

下限面積を満たしていますので、議第６２号１番、２番の許可と同時に許可すると

いうことに決定いたしました。 

   それでは議第６２号の２番から５番についてはただいま申し上げましたとおり、

許可することに決定しました。１番については議第６３号１番、２番が許可となれ

ば同時に許可することに決定いたします。 

   引き続きまして６番の審議に移りますが、申請人が農業委員の配偶者及び同居の

親族となっておりますので、農業委員会法第２４条並びに玉名市農業委員会会議規

則第１０条の議事参与の制限に基づき、委員の退席をお願いいたします。 

（委員退席） 

   それでは６番につきまして、中村委員、説明をお願いいたします。 

○３５番（中村 亘君） ３５番、中村です。６番の案件について説明いたします。申

請人は天水町でありまして、物件は畑でございます。これは経営移譲ということで
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子供への贈与でございまして、何ら問題はなく許可相当と思います。 

   以上です。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。ただいま担当委員の説明が終わりま

した。御質問ございませんか。 

（なしの声） 

○議長（永田知博君） 御質問もないようでございますので、採決に移ります。 

   農地法第３条農地の所有権移転許可申請について６番を原案どおり決定すること

に異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。異議がないものと認め、議第６２号

６番については許可することに決定いたします。 

   次に議第６３号農地法第３条農地の賃借権設定許可申請についてを議題といたし

ます。事務局より説明をお願いします。 

○事務局長（福田高広君） ４ページをお願いします。議第６３号、農地の賃借権設定

許可申請について。農地法第３条第１項の規定による下記農地の賃借権設定許可申

請について許可するものとする。平成２７年１０月５日提出、玉名市農業委員会会

長、永田知博。 

   １番、岱明町と大浜町の申請人で、申請物件が岱明町の畑２,３２３㎡を、労力

不足と経営拡張により平成２７年１０月５日から５年間契約するもので、先の議第

６２号１番及び次の２番と関連がございます。 

   ２番、岱明町と大浜町の申請人で、申請物件が岱明町の田９３２㎡を、労力不足

と経営拡張により平成２７年１０月５日から５年間契約するもので、先の議第６２

号１番と前の１番と関連がございます。 

   以上２件、合計３,２５５㎡を提案申し上げております。農地法第３条第２号各

号の禁止規定から申請内容を審査しました。取得後の全ての農地を利用すること、

機械、労働力、技術、また地域との関係を見ても問題ないこと。下限面積要件も超

えていることから、許可要件の全てを満たしているものと判断し御提案いたしてお

ります。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。説明が終わりました。受付番号１番

より順に担当委員の説明をお願いいたします。これは一応松本さんになっとるけど、

岱明の。 

○８番（松本恒幸君） ８番の松本でございます。先ほど６２号の関連でございますけ

れども、先ほど言いましたように新規就農者でありまして、譲渡人のほうの人は労

力不足、譲受人は経営拡張することで将来法人化に向けて安定のほうを目指してい
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きたいということでやっております。それと先ほど下限面積が不足ということでし

たけども、これを足しますと下限面積をクリアいたしますので、どうか慎重なる御

審議のほどをよろしくお願いをいたします。 

   以上です。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。６２号の１番と、ただいま説明して

いただきました６３号の１番、２番目についての説明でございます。何か御意見・

御質問ございませんか。 

○３番（清田順次君） 新規就農というふうなことなんですけど、この作物は何を計画

してあるとですか。 

○８番（松本恒幸君） 差し当たって野菜を作るそうです。 

○３番（清田順次君） 露地野菜ですか。 

○８番（松本恒幸君） はい。それと米ですね、粟。 

○３番（清田順次君） 分かりました。 

○議長（永田知博君） よろしいですか。ほかにございませんか。 

（なしの声） 

○議長（永田知博君） 御意見ないようでございますので、採決に入りたいと思います。

農地法第３条、農地の賃借権設定許可申請について。原案どおり決定することに異

議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。異議がないものと認め、議第６３号

については許可することに決定しました。 

   次に議第６４号、農地法第３条、農地の使用貸借権許可申請についてを議題とい

たします。事務局の説明を求めます。 

○事務局長（福田高広君） ５ページをお願いします。議第６４号、農地の使用貸借権

設定許可申請について。農地法第３条第１項の規定による下記農地の使用貸借権設

定許可申請について許可するものとする。平成２７年１０月５日提出、玉名市農業

委員会会長、永田知博。 

   １番、福岡市と岱明町の申請人で、申請物件が岱明町の畑８８２㎡を、耕作不能

と相手方の要望により、平成２７年１０月５日から１０年間契約するものです。 

   ２番、天水町の申請人で、申請物件が天水町の田１,８１４㎡を、農業者年金受

給により平成２７年１０月５日から１０年間契約するものです。 

   ３番、熊本の申請人で、申請物件が天水町の畑５,１０６㎡を農業者年金受給に

より、平成２７年１０月５日から１０年間契約するものです。 

   以上、３件合計７,８０２㎡を提案申し上げております。農地法第３条第２項各
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号の禁止規定から申請内容を審査いたしました。取得後の全ての農地を利用するこ

と。機械、労働力、技術、地域との関係を見ても問題ないこと。下限面積要件を満

たしていることから、許可要件の全てを満たしているものと判断し、御提案申し上

げております。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。説明が終わりました。受付番号１番

より順に担当委員さんの説明をお願いいたします。 

   １番、德井さん、德井委員どうぞ。 

○２４番（德井勝美君） ２４番、德井です。貸人は高齢による耕作不能ということで、

相手方の要望ということで、下限面積も満たしており機械力もあって、十分許可相

当と思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。 

   ２番、堀田さんどうぞ。 

○３７番（堀田昌子君） ３７番、堀田です。２番の案件について説明します。使用貸

人と使用借人は親子関係です。相続によるもの、農業者年金受給のための貸借とい

うことで許可相当と判断します。 

   以上です。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。 

   ３番、尾池委員どうぞ。 

○３４番（尾池秀實君） ３４番、尾池です。この案件は親子であり、農業者年金受給

のための申請です。息子さんも農業をやってますので別に問題ないと思います。 

   以上です。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。ただいま担当委員さんの説明が終わ

りました。ここで御質疑お受けいたしますけれども、質問ございませんでしょうか。 

（なしの声） 

○議長（永田知博君） 意見、質問はないようでございますので、採決に移ります。農

地法第３条農地の使用貸借権設定許可申請について原案どおり決定することに異議

のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。異議がないものと認め、議第６４号

については許可することに決定しました。 

   次に議第６５号、農地法第４条、農地の転用許可申請についてを議題といたしま

す。事務局の説明を求めます。 

○事務局長（福田高広君） 議第６５号、農地の転用許可申請について。農地法第４条

第１項の規定による下記農地の転用許可申請について意見決定するものとする。平
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成２７年１０月５日提出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

   １番、申請物件が築地の田３１７㎡で、転用目的は貸住宅でございます。農地区

分は都市計画法に規定する用途区域内の農地で、第３種農地と判断いたしておりま

す。 

   ２番、申請物件が伊倉の畑１,３５４㎡で、転用目的が太陽光発電施設です。農

地区分は、その他農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種

農地と判断し、ほかに適当な代替地がないものと判断しております。 

   ３番、申請物件が岱明町の畑、２５６㎡で、転用目的が太陽光発電施設でござい

ます。農地区分は上下水道管が埋設され、教育医療機関がおおむね５００ｍ以内に

ある農地で、第３種農地と判断いたしております。 

   以上、３件合計１,９２７㎡を御提案申し上げております。申請内容を農地転用

許可基準の全ての項目に適合するか否か審査した結果、いずれも不都合のないもの

と判断し、御提案申し上げております。また地元委員さんと同行の上、現地調査を

行っておりますのでよろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。説明が終わりました。受付番号１番

より順に担当委員の説明をお願いいたします。 

   １番、赤松委員どうぞ。 

○５番（赤松繁之君） ５番、赤松です。一番上の案件について説明します。申請人は

貸住宅２棟を建設するもので、場所はマルエイ築地店東の市道脇です。場所が道路

よりちょっと低いために盛り土をして建設確認を取りました。それで給水が玉名市

の公共上水道を利用で、生活排水及び汚水は公共下水道へ放流という、汚水は市道

脇の側溝へ放流するそうです。周囲に農地はなく、現地調査の結果、許可相当と思

われます。 

   以上です。 

○議長（永田知博君） どうもありがとうございました。 

   ２番、志水委員どうぞ。 

○１２番（志水武保君） この村田占一さんはですね、現在は熊本市の住所になってお

りますけれども、もともと伊倉の方でございまして、お父さんから畑を相続されて

今現在、柿の木が植わっております。それで娘が市内の九電工ということでなかな

か仕事のほうが間に合わないということで、有効利用ということで太陽光発電を計

画ということでございます。雨水といいますか、雨水は自然浸透と、余ったところ

は両方に道がありますので、道の側溝に流すということで現地調査をいたしました

結果、許可相当と考えています。よろしくお願いいたします。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。 
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   ３番、田上委員どうぞ。 

○３番（田上 一君） ３番の案件を説明します。場所は大野下駅から南へ１キロぐら

い行ったところの大野下の中尾丸というところです。東と南は道路でブロック塀を

高く積み上げてあるし、北と西側は自宅があり、太陽光をされても外部から見られ

るような場所ではありません。太陽光パネルを８４枚据えられるそうです。雨水は

南側の側溝に流されるそうですけれども、玉名市の建設管理課とも協議されて許可

は得ておられるようでした。また周囲に農地はなく不具合を及ぼすようなことはな

いので、許可相当と考えました。 

   以上です。よろしくお願いします。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。３番については始末書が添付されて

おるそうでございますので、始末書の朗読をお願いします。 

○係長（上村健也君） 始末書。私は農地の用途変更及び転用許可なく、下記の土地の

一部を駐車場に転用しました。法を知らずいたしたことで、寛大なる処置をお願い

いたします。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。担当委員さんの説明が終わりました。

御質問ございませんでしょうか。御質問がないようでございますので、それでは採

決に移ります。 

   農地法第４条、農地の転用許可申請について、原案どおり決定することに異議の

ない方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。異議がないものと認め、議第６５号

については許可相当とし、農業会議へ諮問することに決定しました。 

   次に議第６６号農地法第５条、農地の転用許可申請についてを議題といたします。

事務局の説明を求めます。 

○事務局長（福田高広君） ７ページをお願いします。議第６６号、農地の転用許可申

請について。農地法第５条第１項の規定による下記農地の転用許可申請について意

見決定するものとする。平成２７年１０月５日提出、玉名市農業委員会会長、永田

知博。 

   １番、申請物件が立願寺の畑３３１㎡で、転用目的は個人住宅です。農地区分は

都市計画法に規定する用途区域内の農地で第３種農地と判断し、次の２番と関連が

ございます。 

   ２番、申請物件が立願寺の畑８５㎡ほか２筆、計２５３㎡で転用目的が進入路で

す。農地区分は都市計画法に規定する用途区域内の農地で第３種農地と判断し、先

の１番の個人住宅への進入路でございます。 
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   ３番、申請物件が築地の田３１４㎡で、転用目的は個人住宅です。農地区分は都

市計画法に規定する用途区域内の農地で第３種農地と判断いたしております。 

   ４番、申請物件が築地の畑１,１６７㎡で、転用目的は貸資材置場です。農地区

分は都市計画法に規定する用途区域内の農地で第３種農地と判断いたしております。 

   ５番、申請物件が山田の畑２８１㎡で、転用目的は個人住宅です。農地区分はそ

の他農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地と判断し

ております。 

   ６番、申請物件が大浜町の畑４８５㎡で、転用目的は整骨院でございます。農地

区分はその他農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地

と判断いたしております。 

   ７番、申請物件が大倉の畑２,０８９㎡で、転用目的は貸太陽光発電施設です。

農地区分はその他農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種

農地と判断し、ほかに適当は代替地がないものと判断しております。 

   ８番、申請物件が下の田４０３㎡で、転用目的は農業用機械・器具整備作業場で

す。農地区分はその他農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第

２種農地と判断し、ほかに適当な代替地がないものと判断いたしております。 

   ９番、申請物件が玉名の田２,１８５㎡ほか１５筆、計１６,９２９㎡で、転用目

的は校舎、体育館、プールです。農地区分は上下水道管が埋設され、教育医療機関

がおおむね５００ｍ以内に所在する農地で第３種農地と判断いたしております。１

２ページに譲渡人の一覧表を添付しております。 

   １０番、申請物件が玉名の田１,０７４㎡ほか１筆、計２,１３０㎡で、転用目的

は建売住宅です。農地区分は上下水道管が埋設され、教育医療機関がおおむね５０

０ｍ以内に所在する農地で第３種農地と判断いたしております。 

   １１番、申請物件が玉名の畑８１㎡で、転用目的は進入路でございます。農地区

分はその他農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地と

判断いたしております。 

   １２番、申請物件が岱明町の田４０１㎡で、転用目的は個人住宅です。農地区分

は都市計画法に規定する用途区域内の農地で第３種農地と判断いたしております。 

   １３番、申請物件が岱明町の畑４６６㎡で、転用目的は個人住宅でございます。

農地区分は市役所支所が３００ｍ以内に所在する農地で、第３種農地と判断いたし

ております。 

   １４番、申請物件が天水町の田１,２９３㎡で、転用目的は太陽光発電施設です。

農地区分はその他農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種

農地と判断し、ほかに適当な代替地がないものと判断しております。 
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   以上１４件、合計２６,６２３㎡を御提案申し上げております。申請内容を農地

転用許可基準の全ての項目ごとに適合するか否かを審査しました結果、いずれも不

都合のないものと判断しましたので、御提案申し上げております。地元委員さんと

同行の上、現地調査を行っております。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（永田知博君） どうもありがとうございました。ただいま説明が終わりました。

受付番号１番より順に担当委員の説明をお願いいたします。なお５番については、

申請人が農業委員本人となっており議事参与の制限がありますので、まず１番から

４番までと、６番から１４番までを審議し、そのあとに５番を審議いたします。 

   １番、清田委員どうぞ。 

○３番（清田順次君） ３番、清田でございます。１番と２番の案件について御説明を

いたします。場所は北陵高校の北側というふうなことで、北側にバイパスがあると

いうことで、その北側で、下立願寺の近くでございます。個人住宅２世帯の建築に

伴う申請ということでございます。南と西側は現在住宅地になってるというふうな

ことでございます。北側と東側は畑地でございます。そういう中に東側に４０ｍほ

ど先に市道があるということで、住宅建設予定地には進入するにはそこに市道を、

進入のときには市道より２番の譲受人から土地を購入する必要があるというふうな

そういう。建設予定地との市道の接続というふうなことと上下水道、汚水等の排水

という。いずれは道路を位置指定道路の許可を受けるというふうなことで何ら問題

はございませんので、許可相当でございます。 

   以上です。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。ただいま１番と２番について説明を

いただきました。次、続きまして３番、４番が同一委員さんでございますので、赤

松委員、どうぞ説明をお願いします。 

○５番（赤松繁之君） ５番の赤松です。３番の案件について説明します。申請人はマ

ルエイ築地店東で、先ほど議第６５の１で説明した土地の隣で、盛り土して周囲を

ブロックで囲んで、平屋の一戸建てを建てるそうです。それで給水は玉名市の公共

上水の市水、そして配水は公共下水で放流ということで、汚水は浸透枡を設置して

オーバーフローしたものは側溝へ放流ということで周りには農地はなく、現地調査

の結果、許可相当と思われます。 

   以上です。 

○議長（永田知博君） どうもありがとうございました。４番、どうぞ。 

○５番（赤松繁之君） ４の案件について説明します。申請人は資材置場ということで、

場所はナフコの北側でバイパスのちょうど中間地点みたいなところです。それで資

材置場ということで現状はほとんど現状のままで、草木を刈ってあとはならすだけ
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で使用するということで、あとは市からの指導でＵ字溝をつけてくれという話があ

ったので、Ｕ字溝はいけますという話で。だから資材置場ですので生活排水とかは

そういう給排水もほとんどないということで、雨水は自然浸透で、余った水は排水

溝へ流して市道の側溝へ排水するそうで、それで周囲の農地には影響なく現地調査

の結果許可相当と思われます。 

   以上です。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。続きまして６番、松本委員どうぞ。 

○議長（永田知博君） 荒木さん、どうぞ。 

○９番（荒木享二君） ９番、荒木です。６番の案件について説明します。申請人は整

骨院をしているとのことですが、生活排水は合併浄化槽で処理後水路へ合流し、雨

水は水路へ放流するとのことです。申請地は新大浜橋の東側にあり、国道５０１号

に面した第１種農地です。また事業規模から見て適切な面積であり、周辺の営農条

件に支障を生じる恐れはないものと認められることから、許可相当と判断しました。 

  以上です。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。それでは７番、森川委員さんどうぞ。 

○１３番（森川正志君） １３番、森川です。７番の案件について説明します。この案

件は太陽光パネルの発電施設があれば、貸したい、普通家で言うなら分譲になるで

すかね。３区画して大体６３９枚の枚数で、これを３つに割って、それから貸太陽

光をするそうです。６３９枚で発電パワーは１５３.３６ｋＷということでありま

す。近辺民家もなく南斜面ということで、斜面の奥は雑林といいますかそういうや

つで、雨水は一応、溜枡をつくって徐々に慣らすということで、何ら問題なく許可

相当と思いました。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。続きまして８、９、１０、１１まで

下川委員さん説明をお願いします。 

○１４番（下川 安君） １４番、下川です。８番について御説明します。これは農業

用機械・機具の整備作業場のための所有権移転の申請が上がっております。本件の

申請地ですけども、集落内の農地である自宅の敷地に隣接しておりまして、整備作

業するか管理等に非常に便利で、この場所を選定されたということです。農地区分

については先ほどありましたように、生産性の低い第２種農地と判断をしておりま

す。給水については上水道から、それから雑排水については農業機械・器具等の作

業場、それからはり置場とか駐車場それから通路として使用しますので、汚水の発

生はないと思われます。雨水については自然浸透、それからたまり水は既設の排水

管に接続して排水するという計画になっております。 

   続きまして９番です。９番についてはこれについては玉名市長からの申請で、玉
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名市学校規模配置適正化基本計画それから玉名市小中一貫教育推進計画ということ

に基づいて、玉陵小学校各箇所ですけれども、の校舎、体育館、それからプールを

建設するための所有権移転の申請です。申請地につきましては、玉陵中学校内の６

校区の代表者が組織する委員会の中で玉陵中学校の敷地を拡張した上で、小学校は

形成して設置し、小中一体校とするということが決定をしておりますので、この場

所が選ばれております。農地区分については北側の市道に上下水道、それから玉名

小学校、玉陵中学校、また新玉名駅が５００ｍ以内にありますので、第３種農地と

判断されます。給水については上水道から、北側の市道から上水道から。それから

排水については、雨水は一時貯留施設を設置して既存排水路に流すと。生活雑排水

それから汚水については、下水道に接続するということになっております。被害防

除計画ですけども、造成中の被害防除については土砂の流出を堆積、崩壊ないよう

十分配慮するという形になっています。それから造成後の被害防除については、土

砂流出が農地との堺に擁壁を設置して整備を進めるという計画になっている様子で

す。それから建設を予定している建物については、既存校舎の南側に２階建ての小

学校校舎それから西側に体育館を建てる計画になっており、日照等の影響について

は建築基準法の規定はクリアしており、営農上の問題はないと判断をしております。 

それから１０番について。１０番についてはこれは申請者が建売住宅建設のた

めの所有権移転の申請となっております。申請地は周囲に宅地が立ち並んでおり、

西側道路、南側道路には上下水道、それから申請地の近くに学校施設、新玉名駅が

ありまして、また医療機関もありますので個人住宅の建設に適していると判断して

選定されたものです。農地区分は市道があり上下水道が敷設されております。それ

から側に、たまきな幼稚園それから歯科医院がありますので、そういうのが５００

ｍ以内にありますので、第３種農地と判断されます。土地利用計画は木造平屋建て

５棟の計画となっております。給水については上下水道、汚水排水については、下

水道に接続ということになっています。雨水については集水枡を設置し、それで放

流するということになっているようです。被害防除についてですけども、申請地は

北側を水路、東側を農地と宅地、南側を道路、西側を道路、農地に囲まれている場

所で、北側、東側にはＬ型擁壁を設置する。それから西側にはブロック塀を設ける

予定となっとりますので、隣の隣地への土砂の流出がないように工夫されておりま

す。そういうことで隣地への被害はないと思われます。 

最後に１１番ですけども、１１番は進入路設置のための賃貸借権設定の申請と

なっております。ここは宅地及びそこに建っている住居ですね、住居に公道に出る

道路がないため将来のことを考え、この申請地を専用道路として確保するというこ

とで申請がされています。農地区分は、生産性の低い第２種農地と判断をしており



－   － 15 

ます。給排水、それから生活雑排水、汚水等については進入道路ということでござ

いますので、そういうことについては問題ないというふうに考えています。以上、

４件につきましてはさっき現地調査を行った結果、いずれも転用の立地基準それか

ら一般基準を満たしているというふうに判断されますので、今回の申請は妥当かな

というように思います。 

以上です。 

○議長（永田知博君） どうもありがとうございました。続きまして１２番、田上委員

どうぞ。 

○２１番（田上 一君） １２番の案件を説明します。本件の譲受人は公務員で、現在

アパートに住んでおられて、子供が成長するにつれて手狭になり木造平屋建て個人

住宅を計画されたそうです。場所は専大玉名高校の東側の分譲地ですが、東側と南

側は道路です。西側に水路が通っていて北側は同じ分譲地ですから農地は関係あり

ません。この土地には上水道、下水道完備されているので、それに接続するそうで

す。雨水は南側の道路側溝に流すそうです。また、周囲に農地もなく耕作などに迷

惑のかかることはないので、許可相当と判断しました。 

   以上、よろしくお願いします。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。それでは中島委員、どうぞ。 

○２３番（中島浩輔君） ２３番、中島です。１３番の案件について説明いたします。

申請人は個人住宅を建築されるとのことです。申請人は地主と親子関係で、その両

親の住む家は道向かいにあり申請人の実家でもあります。ここは市役所岱明支所ま

で１２０ｍという距離で３００ｍ以内ということで、第３種農地で４６０㎡です。

道路とはＬ型に接しまして、市の上水下水道が通っています。給水は市の上水道を

使用し、生活排水は市の下水道を使用するということを計画されています。雨水に

ついては雨水枡により側溝に流すということです。隣接する住宅等に何ら被害等は

ないものと思われ、現地調査の結果、許可相当と判断いたします。 

   以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。続きまして１４番、井本委員どうぞ。 

○３３番（井本義和君） ３３番、井本です。１４番の案件につきまして説明します。

申立人は太陽光発電施設を設置するとのことです。生活排水は発生せず、雨水は水

路へ放出するとのことです。申告地は天水支所の北西にあたる第２種農地です。ま

た農業規模から見て適切な面積であり、周辺の営農条件に支障を生じる恐れもない

と認められます。許可相当と判断しております。 

   以上です。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。議第６６号の１番から４番、６番か
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ら１４番までの説明が終わりました。何か御質問、御意見ございませんでしょうか。 

○１７番（髙根政明君） １７番、髙根ですけども。ちょっと事務局にお尋ねしたいで

すが、聞くも恥、聞かぬは何とかということわざがございますけども、恥と思いま

すけど、ちょっとお尋ねしますね。転用目的が進入路とか発電施設ということを書

いてありますけども、その右のほうがこれは施設面積ですかね。進入路あたりは施

設面積ゼロということでこれは理解できるわけですけども、発電施設の施設面積が

ゼロということなんですが、発電施設はその施設面積には入らんわけですたいね。

発電装置と書いてあるばってんが。発電施設って書いて、施設面積ゼロということ

を明記してあるとですか。 

○係長（上村健也君） ただいまの質問に対して回答いたします。この施設面積という

のは太陽光発電施設の場合は、この申請物件の面積を入れるべきところを誤って入

にするのをちょっと入力するのを忘れていました。すみませんでした。この太陽光

発電施設につきましては、この面積と同じ面積を施設面積ということで記入をして

おります。 

○１７番（髙根政明君） 会長さん、ちょっとよかですか。ほんならば前の議案からず

っとゼロよ。こっがばかりじゃなかもん。発電装置入るっとじゃ、ゼロでよかた。 

○係長（上村健也君） これは去年の議案書ですけども、全部施設の面積は申請物件の

面積をということで今まで運用しております。御質問の７番につきましては２,０

８９㎡、１４番につきましては１,２９３㎡ということでよろしくお願いいたしま

す。 

○１８番（取本一則君） ちょっといいですか。１８番ですけど、今言った２,０８９

㎡というのは土地の面積だろ。 

○係長（上村健也君） そうです。 

○１８番（取本一則君） 土地の面積じゃなくて太陽光パネルを設置する面積だから、

これに２,０００㎡の中に１,９００㎡か１,８００㎡あるわけだろたい。これは２,

０８９というのはぎりぎり、みっちり、もうみっちり建っとる、してあっとっとば

いた。大体の。 

○事務局長（福田高広君） 諮問会議にもこの面積で出しております。 

○１７番（髙根政明君） ちょっと会長よかですか。研究して、もう今日はよかたい。 

○事務局長（福田高広君） 大変申し訳ございません。昨年度の議案には太陽光の面積

は面積イコール施設面積となって、今年ちょっと何月頃からかちょっと調べんと分

かりませんけど、ゼロになってたそうです。以後気を付けまして施設面積は載せた

いと思います。申し訳ございませんでした。 

○議長（永田知博君） ようございますでしょうか。どうもありがとうございました。
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それではほかに御意見ございませんでしょうか。 

（なしの声） 

○議長（永田知博君） 御意見がないようでございますので、採決に移ります。農地法

第５条、農地の転用許可申請について１番から４番までと、６番から１４番までは

原案どおり決定することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。異議がないものと認め、議第６６号

１番から４番までと６番から１４番までについては許可相当とし、農業会議へ諮問

することに決定しました。 

   引き続きまして５番の審議に移りますが、申請人が農業委員となっておりますの

で、農業委員会法第２４条並びに玉名市農業委員会会議規則第１０条の議事参与の

制限に基づき、議員の退席をお願いいたします。 

（議員退席） 

○議長（永田知博君） それでは５番について、清田委員、説明をお願いします。 

○３番（清田順次君） ３番、清田です。５番の案件について御説明いたします。場所

は山田神社の北東に位置をしてるというふうなところでございます。譲渡人と譲受

人は親子関係というふうなことで、個人住宅の建設に伴う申請でございます。申請

地の西側に市道が隣接をしてるということです。上下水道は市の埋設管に接続とい

うことで、雨水は四隅に浸透枡をつくるというふうなことで、地下浸透ということ

です。住宅地域にはコンクリートブロック２段を設置するということです。土砂等

の流出はないようです。何ら問題ございませんので、許可相当でございます。   

   以上です。 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。５番について、ただいま担当委員の

説明が終わりました。御意見、御質問はございませんでしょうか。 

（なしの声） 

○議長（永田知博君） 御意見、御質問ないようでございますので、採決に移ります。

農地法第５条、農地の転用許可申請について、５番を原案どおり決定することに異

議のない方、挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。異議がないものと認め、議第６６号

５番については許可相当とし、農業会議へ諮問することに決定しました。 

次に議第６７号、農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。事

務局の説明を求めます。 

○事務局長（福田高広君） １３ページをお願いいたします。議第６７号、農用地利用
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集積計画の決定について。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による、

農用地利用集積計画について、次のとおり決定するものです。平成２７年１０月５

日提出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

別紙、農用地利用集積計画案のとおり玉名市長より意見を求められております。

今回は１６ページから２５ページまでの集積でございます。２５ページの下のほう

で所有権移転が４件の１２,２９４㎡、利用権設定が９０件の２３１,２６７㎡で合

計９４件の２４３,５６１㎡の集積でございます。農業経営基盤促進法第１８条第

３項の各要件を満たしているものと考え、御提案申し上げております。よろしく御

審議をお願いいたします。 

○議長（永田知博君） どうもありがとうございました。ただいま説明が終わりました。

御意見、御質問はございませんでしょうか。 

（なしの声） 

○議長（永田知博君） 意見、御質問、ないようでございますので、採決に移ります。

農用地利用集積計画の決定について、原案どおり決定することに異議のない方は挙

手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○議長（永田知博君） どうもありがとうございました。異議がないものと認め、議第

６７号については原案どおり決定することになりました。 

   次に議第６８号、農用地利用配分計画案の意見決定についてを議題といたします。

事務局の説明を求めます。 

○事務局長（福田高広君） ２６ページをお願いします。議第６８号、農用地利用配分

計画案の意見決定について。農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項

の規定による農用地利用配分計画案に対する意見について、次のとおり決定する。

平成２７年１０月５日提出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

   別紙、農用地利用配分計画案のとおり、玉名市長より意見を求められております。

今回は２７ページから３０ページまでの集計表で、賃貸借が３件、３５,０６４㎡、

使用貸借が１９件、５４,３６４㎡、合計２２件の８９,４２８㎡の計画案のとおり、

先の議第６７号で決定された農用地利用集積計画の中で、今回の配分計画案を決定

することにより、農地中間管理機構より農地を貸し付けるということになります。

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（永田知博君） ありがとうございます。事務局の説明が終わりました。御意見、

御質問はございませんでしょうか。 

○１８番（取本一則君） １８番の取本ですけど、６７号と６８号は公社のは関連して

ると思うんですよね。６７号で公社がＡさんから借り受けて、６８号で公社がＢさ
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んに貸し付けるということですが、これに６８号のほうで上がってきてないのは、

また次の月のときに発生してくるんですかね。それと、つまり１カ月間公社が握っ

とるような形になるわけですよね。次の議案に上がって。そのときに６７号で今公

社がＡさんから借りたと、借り受けしたということに、それが途中で１カ月の間に

何らかのあれで御和算になったときは、どっかで次の来月の議案にどがんかかかっ

て出てくっとですかね。これはやっぱり戻してくれと、公社に。それはもうなかっ

ですか、そがんこつは。つまりＡさんとＢさんが話んできとって、公社が間に入っ

てないですか、普通一般的には。それが次のＢさんのが来月の議案に上がってくる

件が何筆かあるわけですよね、これ。 

○事務局長（福田高広君） あります、はい。 

○主査（田川由香君） 事務局から回答いたします。Ａさんから公社に１０年間の利用

権設定がある以上は、公社からＢさんへ不調の場合は、公社が次の相手を見付ける

ことになります。 

○１８番（取本一則君） つまりそのほんならＢさんにしとったばってん、Ｂさんがで

けんだったけん、どっかＣさんかＤさんか見付けなんわけたいね。それがいつまで

ん見付からんだったときは。 

○主査（田川由香君） 見つからない場合は、公社から今度はまたＡさんのほうに戻さ

れます。 

○１８番（取本一則君） それはそがんなったときは、次の議案でね、またＡさんに戻

す議案が出てくるのかなと思って。だっていつまでも抱えちゃおらっさんでしょ。

公社は。 

○主査（田川由香君） そうです。２年間ということです。 

○１８番（取本一則君） 大体、ＡさんとＢさんが話が出来とっとん中に公社が入って

きとるごた話になっとるわけだけん、書類上はそがんこれになっとるばってん、大

体はＡさんとＢさんが貸し借りばさすけん、間にぽっと入ってしとっとがあるばっ

てんが、これに次のＢさんの名前が出てきなはっとは、来月の議案集に新しく出て

くるっていう話だけんね。 

○主査（田川由香君） 一応、来月かもしくはその次には出てくると思います。 

○１８番（取本一則君） その次の月かは知らんばってん。だけん、それが不調に終わ

ったときね。途中で来月なって、気の変わったけん俺は貸さんってＢさんがなった

ときはそういう。そがんなっと、１カ月、２カ月あっともう前んこつは分からんご

っなったいね。あんまだっでん記憶なかごんなってこれに上がってきてとか。そや

けんそこらあたりば用心してね、ちょっと聞いてみただけだから。 

   以上です。 
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○議長（永田知博君） どうもありがとうございました。ほかにはございませんか。 

（なしの声） 

○議長（永田知博君） それでは御意見、御質問もないようでございますので、採決に

入ります。農用地利用配分計画案、意見決定について、原案どおり意見決定するこ

とに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○議長（永田知博君） どうもありがとうございます。異議がないものと認め、議第６

８号については原案どおり意見決定することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

５．報 告 

   次に報告第２２号から２４号を一括して事務局に説明を求めます。 

○事務局長（福田高広君） ３１ページをお願いいたします。報告第２２号、農地の賃

貸借及び使用貸借解約通知書について。農地法第１８条第６項の規定による合意解

約及び農地使用貸借解約が成立した旨の通知を受理いたしましたので、御報告いた

します。平成２７年１０月５日提出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

   今回は３１ページから４５ページまで合計５６件、１１９,３３２㎡の解約の通

知を受理しております。 

次に４６ページ、報告第２３号、農地の形状変更届けについて、下記農地の形

状変更届がありましたので報告します。平成２７年１０月５日提出、玉名市農業委

員会会長、永田知博。 

   今回は、２件の合計１,２７９㎡の届出を受理しております。 

最後に４７ページをお願いいたします。報告第２４号、許可不要転用届けにつ

いて、下記のとおり許可不要転用届を受理しましたので、報告いたします。平成２

７年１０月５日提出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

   今回は１件の、合計７,４１１㎡の届出を受理しております。 

   以上で３件の報告を終わります。 

○議長（永田知博君） どうもありがとうございました。報告第２２号から２４号まで

説明が終わりました。何か御質問、御質疑ございませんでしょうか。 

（なしの声） 

○議長（永田知博君） 質問もないようでございますので、本日予定しておりました議

案審議と報告を以上をもって終わりたいと思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

６．その他 

○議長（永田知博君） その他に移ります。その他何か御質問ございませんか。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

７．閉 会 

○議長（永田知博君） ありがとうございました。それではその他の質問もないようで

ございますので、今日提案されておりました議案について慎重なる御審議まことに

ありがとうございました。 

これをもちまして農業委員会総会を閉会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉 会 午後３時２０分 
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以上のとおり、会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名捺印す

る。 

平成２７年１０月５日 

 

 

 

 玉名市農業委員会会長    永田 知博 
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 農 業 委 員       竹下 宏介 


